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人
事
院
（
一
宮
な
ほ
み
総
裁
）
は
八
月
六

日
、
今
年
の
国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
、

国
会
と
内
閣
に
対
し
て
勧
告
し
た
。
勧
告
は
、

民
間
給
与
が
国
家
公
務
員
給
与
を
〇
・
三

六
％
上
回
る
結
果
と
な
っ
た
と
し
て
、
同
較

差
分
を
解
消
す
る
た
め
の
俸
給
表
の
水
準
の

引
き
上
げ
を
求
め
た
。
給
与
の
引
き
上
げ
勧

告
は
二
年
連
続
。
勧
告
は
ま
た
、
原
則
と
し

て
す
べ
て
の
職
員
を
対
象
に
フ
レ
ッ
ク
ス
タ

イ
ム
制
を
拡
充
す
る
こ
と
も
盛
り
込
ん
だ
。

▽　
　
　
　

▽　
　
　
　

▽

　

人
事
院
が
国
家
公
務
員
と
民
間
（
約
五
〇

万
人
）
の
四
月
分
の
給
与
を
調
査
し
、
比
較

し
た
と
こ
ろ
、
民
間
給
与
が
公
務
の
給
与
を

一
四
六
九
円
（
〇
・
三
六
％
）
上
回
っ
た
。

そ
の
た
め
、
勧
告
は
、
同
較
差
を
埋
め
る
た

め
、
国
家
公
務
員
の
俸
給
表
の
水
準
を
引
き

上
げ
る
と
し
た
。
月
例
給
の
引
き
上
げ
は
、

〇
・
二
七
％
ア
ッ
プ
と
な
っ
た
昨
年
に
続
き
、

二
年
連
続
。

　

具
体
的
な
改
定
方
法
に
つ
い
て
は
、
行
政

職
俸
給
表
（
一
）
に
つ
い
て
、
一
般
職
試
験

採
用
職
員
（
大
卒
程
度
と
高
卒
程
度
）
の
初

任
給
を
二
五
〇
〇
円
引
き
上
げ
る
と
と
も
に
、

若
年
層
に
つ
い
て
も
同
程
度
の
改
定
を
行
う
。

そ
れ
以
外
の
層
に
つ
い
て
は
、
一
一
〇
〇
円

引
き
上
げ
る
。
全
体
の
平
均
改
定
率
は
〇
・

四
％
と
な
る
。

　

ま
た
、
勧
告
は
、
地
域
手
当
の
支
給
割
合

を
改
定
す
る
と
し
た
。
昨
年
の
勧
告
で
、「
給

与
制
度
の
総
合
的
見
直
し
」
が
打
ち
出
さ
れ
、

今
年
四
月
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
、

俸
給
表
を
一
律
二
％
引
き
下
げ
る
一
方
で
、

地
域
手
当
の
支
給
割
合
に
つ
い
て
再
設
定
す

る
と
い
う
も
の
。
た
だ
、
激
変
緩
和
措
置
を

設
け
て
お
り
、
引
き
下
げ
後
の
俸
給
月
額
が

四
月
直
前
の
俸
給
月
額
に
達
し
な
い
職
員
に

つ
い
て
は
、
二
〇
一
八
年
三
月
末
ま
で
の
三

年
間
に
限
り
、
経
過
措
置
と
し
て
そ
の
差
額

を
支
給
す
る
。

　

実
際
に
は
、
大
半
の
職
員
が
経
過
措
置
を

受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、
俸
給
表
の
引
き
上

げ
改
定
を
行
っ
て
も
、
多
く
の
職
員
に
実
際

に
支
給
さ
れ
る
額
は
増
加
せ
ず
、
民
間
と
の

較
差
が
解
消
し
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の

た
め
、
勧
告
は
、
地
域
手
当
の
す
べ
て
の
級

地
区
分
（
一
級
地
～
七
級
地
ま
で
あ
る
）
に

つ
い
て
、
二
〇
一
六
年
度
以
降
に
予
定
し
て

い
た
支
給
割
合
の
引
き
上
げ
の
一
部
を
、
今

年
四
月
に
遡
及
し
て
実
施
す
る
こ
と
に
し
た
。

引
き
上
げ
幅
は
、
〇
・
五
～
二
％
の
範
囲
と

な
る
。

ボ
ー
ナ
ス
は
四
・
二
〇
カ
月
に

　

ボ
ー
ナ
ス
で
あ
る
特
別
給
に
関
し
て
は
、

比
較
調
査
で
は
、国
家
公
務
員
の
期
末
手
当
・

勤
勉
手
当
の
年
間
平
均
支
給
月
数
が
民
間
を

〇
・
一
一
カ
月
下
回
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
、

支
給
月
数
を
〇
・
一
カ
月
分
引
き
上
げ
る
必

要
が
あ
る
と
判
断
し
た
。
現
行
は
四
・
一
〇

カ
月
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
四
・
二
〇

カ
月
と
な
る
。

　

人
事
院
で
は
、
国
家
公
務
員
の
配
偶
者
に

か
か
る
扶
養
手
当
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
検

討
し
た
が
、民
間
の
状
況
を
み
る
と
、七
六
・

五
％
の
事
業
所
が
家
族
手
当
制
度
を
持
ち
、

そ
の
う
ち
九
〇
・
三
％
が
配
偶
者
に
家
族
手

当
を
支
給
し
て
い
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
勧
告

は
「
現
時
点
で
は
、
扶
養
手
当
の
支
給
要
件

を
見
直
す
状
況
に
は
な
い
と
考
え
る
」
と
結

論
づ
け
た
。

コ
ア
タ
イ
ム
は
毎
日
五
時
間

　

人
事
院
は
ま
た
、
勤
務
時
間
に
つ
い
て
も

勧
告
し
、
二
〇
一
六
年
四
月
か
ら
フ
レ
ッ
ク

ス
タ
イ
ム
制
を
拡
充
す
る
と
し
た
。

　

フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
は
、
原
則
と
し
て

す
べ
て
の
職
員
を
対
象
と
す
る
。
適
用
を
受

け
た
職
員
は
、
四
週
間
ご
と
の
期
間
に
つ
き
、

一
週
間
あ
た
り
三
八
時
間
四
五
分
と
な
る
よ

う
に
当
該
職
員
の
勤
務
時
間
を
割
り
振
る
こ

と
が
で
き
る
。
コ
ア
タ
イ
ム
は
、
月
曜
日
か

ら
金
曜
日
ま
で
の
毎
日
五
時
間
を
設
定
す
る
。

　

育
児
ま
た
は
介
護
を
行
う
職
員
は
、
割
り

振
り
単
位
期
間
を
一
週
間
か
ら
四
週
間
ま
で

の
範
囲
内
で
選
択
し
て
設
定
で
き
る
よ
う
に

す
る
。
ま
た
、
日
曜
日
・
土
曜
日
に
加
え
て
、

週
休
日
を
一
日
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

ち
ら
の
職
員
に
つ
い
て
は
、
コ
ア
タ
イ
ム
は

毎
日
二
時
間
以
上
四
時
間
三
〇
分
以
内
の
範

囲
内
で
設
定
す
る
。

　

勧
告
は
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
を
活
用

し
て
い
く
た
め
の
留
意
点
も
明
記
し
て
お
り
、

「
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム
制
の
実
施
に
伴
い
、

超
過
勤
務
が
増
加
し
な
い
よ
う
に
す
る
必
要

が
あ
る
の
み
で
な
く
、
超
過
勤
務
を
縮
減
す

る
方
向
で
の
働
き
方
の
推
進
が
重
要
」
と
し

て
い
る
。

「
士
気
の
向
上
に
つ
な
が
る
」
と
総
裁

　

人
事
院
は
同
日
、
一
宮
な
ほ
み
総
裁
の
談

話
を
発
表
。
月
例
給
の
引
き
上
げ
に
つ
い
て
、

「
昨
年
に
引
き
続
い
て
の
給
与
の
引
き
上
げ

は
、
職
務
に
精
励
し
て
い
る
職
員
に
と
っ
て
、

士
気
の
一
層
の
向
上
に
つ
な
が
る
こ
と
と
思

う
」
と
コ
メ
ン
ト
し
た
。

　

一
方
、
連
合
は
同
日
、
神
津
里
季
生
事
務

局
長
の
談
話
を
発
表
。
談
話
は
、「
こ
の
勧
告

は
、
二
〇
一
五
春
季
生
活
闘
争
に
お
け
る
民

間
企
業
の
賃
上
げ
・
一
時
金
の
回
答
状
況
を

踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
月
例
給
お
よ
び
一

時
金
の
い
ず
れ
も
二
年
連
続
の
改
善
と
な
っ

た
こ
と
は
評
価
で
き
る
」
と
し
、
政
府
と
国

会
に
対
し
て
、
勧
告
ど
お
り
の
実
施
を
求
め

た
。

　

全
労
連
は
翌
七
日
に
井
上
久
事
務
局
長
の

談
話
を
発
表
。「
二
四
年
ぶ
り
の
二
年
連
続

引
き
上
げ
は
、
公
務
・
民
間
が
一
体
と
な
っ

た
粘
り
強
い
闘
い
の
貴
重
な
到
達
点
」
と
評

価
す
る
一
方
で
、「
経
過
措
置
と
し
て
支
給
額

が
据
え
置
か
れ
て
い
る
も
と
で
、
実
際
に
は

多
く
の
公
務
労
働
者
が
引
き
上
げ
に
な
ら
な

い
」
と
述
べ
て
給
与
制
度
の
総
合
的
見
直
し

の
撤
回
を
求
め
た
。

（
調
査
・
解
析
部
）

ト
ピ
ッ
ク
ス

国
家
公
務
員

4

月
例
給
と
ボ
ー
ナ
ス
を
二
年
連
続
で
引
き
上
げ
―
―
人
事
院
勧
告




